
 

民間活用委託訓練事業 

人材育成課 能力開発係 

１ 目 的 

離転職者等を対象に、就職に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を民

間教育訓練機関等に委託して実施し、就職の促進を図る。 

２ 事業内容 

（１）対象者 

 公共職業安定所への求職申込者で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦

又は支援指示を受けている者 

（２）事業概要 

訓 練 形 態 訓練期間 委託先 
委託料 

（1 人月額） 
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定員 

（人） 

H26

定員 

（人） 

知識等習得コース    
 

  

  
 

 

 

 一般訓練 

3 か月 専修学校 

 

社会福祉法人 

 

NPO 法人  

 

        等 

50,000 円 

1,045  1,195 

 母子家庭の母等向け訓練  30  30 

○新  短時間訓練（80 時間/月） 40 - 

資格取得コース（介護福祉士養成科） 2 年 90,000 円  91  118 

日本版デュアルシステム（座学+実習） 4 か月 60,000 円  100  100 

○新 建設人材育成コース 1～2 か月 100,000 円 20 - 

事業主委託訓練（実習型訓練） 3 か月 企業（事業主） 60,000 円  40  50 

合      計 - - - 1,366  1,493 

※・○新 知識等習得コースに「託児付き訓練」を新設（30人、未就学児童 1人当たり月額 66,000円） 

・知識等習得コースについては、訓練修了後３か月以内の就職率に応じ就職支援経費を支給  

・授業料、入校料、託児料等は無料（テキスト代等の実費は受講者負担） 

（３）女性向け支援策 

従来から行っている母子家庭の母等向け訓練に加え、平成 27 年度から以下のと

おり女性向け支援策を拡充 

・短時間訓練の新設（通常１月あたり 100 時間の訓練→80 時間） 

・託児付き訓練の新設 

訓練のサポート・調整、連
携 
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